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訪問看護重要事項説明書 

 

 訪問看護サービス提供開始にあたり、厚生省令第３７号第８条に基づいて、当事

業所があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

 

１  事業の目的と運営方針 

 

目的 

在宅療養を希望する方の訪問看護 

 

運営方針 

（１）要介護支援状態となった場合において、その利用者が可能な限り、そ

の居宅で能力に応じ自立した日常生活が送れるよう配慮してサービス

提供を行う。 

   （２）利用者の心身の状況、そのおかれている環境などに応じて、利用者の

選択に基づき、適切に訪問看護を提供する。 

   （３）サービス提供にあたっては、意思及び人格を尊重し、常に利用者の立

場にたって行う。 

 

 

２ 事業者（事業所）概要 

 

法 人 名 医療法人社団 悠仁会 

理 事 長 石川 直将 

事 業 所 名 ほほえみ訪問看護リハビリステーション 

管 理 者 山本 亮司 

所  在  地 横浜市旭区下川井町２５４－２ フォレストヴィラＢ 

電 話 番 号 ０４５－７４４－９２４３ 

ＦＡＸ 番 号 ０４５－７４４－６５５３ 

介護保険指定番号 １４６３２９０１６０ 

サービス提供地域 横浜市旭区、泉区、瀬谷区、保土ヶ谷区、緑区、戸塚区 
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３ 事業所の職員体制 

職種 常勤 非常勤 職務内容 

管理者 

１名 

(日勤) 

９：００～１８：００ 

 

所属職員の管理、適切な事業の

運営統括、管理上支障がない場

合事業所の他の職務に従事し

ます。 

看護職員 

2名 

(日勤) 

９:００～１８:００ 

3名 
訪問看護計画書及び報告書を

作成し訪問看護を提供します。 

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

3名 3名 
訪問看護（在宅におけるリハビ

リテーション）を担当します。 

 

 

４ サービス提供の時間帯 

営業日 
月曜日～土曜日・祝祭日も営業 

※１２月２９日～１月３日を除く 

営業時間 ９：００ ～ １8：００ 

サービス提供時間 ９：００ ～ １8：００ 

緊急訪問 ２４時間対応可能な体制あり 

※本人の御要望や、主治医指示により営業日以外に訪問を行うこともあります。 

 

 

５   サービスの内容 

 

訪問看護（介護・介護予防・医療・精神）は、利用者の居宅において、看護師等

が療養上の世話又は必要な診療の補助を行うサービスです。 

内容は、主治医（かかりつけ医師）の指示書に基づき、次のサービスを提供しま

す。 

訪問看護ステーションからの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪

問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心とし

たものである場合に看護職員の代わりに訪問させるという位置づけのものです。 

 

1 訪問看護の内容 

① 病状・障害の観察   

② 清拭・洗髪等による清潔の保持 

③ 療養上必要な日常生活の援助 

④ 褥瘡の予防・処置 

⑤ リハビリテーション 

⑥ 認知症患者の看護 
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⑦ 療養生活や介護方法の指導 

⑧ カテーテル等の管理 

⑨ ターミナルケア 

⑩ 医師の指示による医療処置 

⑪ 精神的ケア 

⑫ 家族支援 

2 訪問看護計画書、介護予防訪問看護の計画書の作成（准看護師を除く） 

  及び利用者またはその家族への説明、提供 

3 訪問看護計画、介護予防訪問看護に基づく指定訪問看護 

4 訪問看護報告書の作成（准看護師を除く） 

5 主治医等関係者への情報提供 

 

 

６ 利用料 

 

①料金表  介護報酬告示上の額（別紙参照） 

介護費用は、決められた単位数に地域単価を乗じた金額となります。 

利用者負担金は、介護費用の介護保険負担割合に基づき算出します。 

②利用者負担金は、介護保険法令に基づいて定められているため、契約期間中に

介護保険法令等が改定された場合には、改定後の金額を適用するものとしま

す。その場合、改定決定後速やかに通知します。 

③医療保険をご利用の際には診療報酬により定められている費用のお支払いが必

要になります。 

④利用料金は原則として口座引落とし、確認後、領収書を発行します。 

 

 

７ キャンセル規定  

 

① 利用者が、サービス提供をキャンセル、変更する場合は、訪問当日朝９時まで

にご連絡ください。 

② 訪問キャンセルについて連絡がなかった場合、キャンセル料として介護報酬

の利用者負担分をお支払頂きます。但し緊急やむを得ない事情がある場合は

不要です。 

 

 

８ 保険情報の確認 

 

 介護保険の認定更新時等に介護保険証・負担割合証の確認 

 医療保険・各種医療証の確認をさせていただきます。 
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９ 事故発生時・緊急時の対応方法 

 

① サービス提供中に万が一事故が発生した場合、様態の変化があった場合、その

状態により主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業所及び市町村等へ連絡し

ます。 

② 事故の状況及び事故に際してとった処置を記録し、賠償すべき事故が発生した

場合は、損害賠償を速やかに行います。ただし、自らの責めに帰すべき事由に

よらない場合には、この限りではありません。 

 

 

１０ 感染症対策の強化 

 

① 感染症の予防・蔓延の防止の為の対策を検討する委員会を概ね６ヶ月に１回 

以上開催し、その結果について職員等に周知徹底を図ります。 

   また、指針の整備と研修・訓練の実施を図っていきます。 

② サービス中に出たゴミはご利用者様宅にて処分をお願いします。 

 

 

１１ 高齢者虐待防止の推進 

  

  利用者の人権の擁護、虐待防止の観点から、虐待の発生又はその再発を防止 

  するための委員会を定期的に開催し、指針の整備、研修の実施、担当者を定 

める事を義務付けられています。 

 

 

１２  身体拘束等の適正化の推進 

   

  ① 身体拘束の原則禁止 

利用者、又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための緊急やむを得な

い場合を除き身体拘束をおこないません。 

  ② やむを得ず身体拘束を行う場合にはその様態及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

 

１３ 業務継続に向けた取り組みについて 

 

① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務

再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画
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に従って必要な措置を講じます。 

② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施します。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行います。 

 

１４ 災害発生時の対応 

    

  ① 災害発生時はその規模や被害状況により通常の業務を行えない可能性があ

ります。 

② 災害発生時はその規模や被害状況により業務の途中でも退室させていただ

く可能性があります。 

③ 災害時の情報、災害状況を把握し安全を確保したうえで利用者の安否確認

や支援、主治医や関係機関との連携、必要時の訪問を行います。 

④ 災害発生時はその規模や被害状況により一時的に他事業所が訪問看護を提

供する場合があります。 

 

 

１５ 職員の禁止行為 

 

 ① 利用者・家族の金銭等の預かり（利用料の集金は除く） 

 ② 利用者・家族からの金銭、物品、飲食の授受 

 ③ 利用者の同居家族に対するサービス提供 

 

１６ 相談窓口、苦情対応 

 サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします 

当事業所 

お客様相談窓口 
窓口担当者  管理者  山本亮司 

ご利用時間  平日 ９：００ ～ １8：００ 

電  話    ０４５－７４４－９２４３ 

ＦＡＸ    ０４５－７４４－６５５３ 

居宅介護 

支援事業所 

事業所名  

ご利用時間 

電 話  

居宅介護支援専門員  

保険団体窓口 神奈川県国民健康保険団体連合会 

介護保険課介護苦情相談課 

ご利用時間 平日 ８：３０ ～ １７：１５ 

電 話  ０４５-３２９-３４４７ 

※ 苦情申立書を当事業所に置いております。 
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行政窓口 

                       ※開所時間は、8時 45分～17時 

 

神奈川県 
 

保健福祉局 

福祉部 

障害福祉課 

045-210-4713（代） 

 

横浜市 
 

横浜市はまふくコール 

（横浜市苦情相談コール

センター） 

045-263-8084 

 

横浜市 

保土ケ谷区 
 

高齢・障害支援課 
045-334-6262（代） 

045-334-6383 

 

横浜市 

戸塚区 
 

高齢・障害支援課 
045-866-8484（代） 

045-866-8463 

 

横浜市 

旭区 
 

高齢・障害支援課 045-954-6161（代） 

 

横浜市 

緑区 
 

高齢・障害支援課 
045-930-2323（代） 

045-930-2433 

 

横浜市 

瀬谷区 
 

高齢・障害支援課 
045-367-5656（代） 

045-367-5715 

 

横浜市 

泉区 
 

高齢・障害支援課 
045-800-2323（代） 

045-800-2417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.kanagawa.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/
http://www.city.yokohama.lg.jp/
http://www.city.yokohama.lg.jp/
http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/
http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/
http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/
http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/
http://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/
http://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/
http://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/
http://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/
http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/
http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/
http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/
http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/
http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/
http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/
http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/
http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/
http://www.city.yokohama.lg.jp/seya/
http://www.city.yokohama.lg.jp/seya/
http://www.city.yokohama.lg.jp/seya/
http://www.city.yokohama.lg.jp/seya/
http://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/
http://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/
http://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/
http://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/
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１７ その他 

  

 訪問看護ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のと

おり設けるものし、また業務体制を整備する。 

 

 ① 採用時研修 採用後 3ヶ月以内 継続研修 年 1回 

   参加者は法人内発表会及び報告し、研修内容を共有し、職員の質的向上を図

るものとする。 

②  従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

③  従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者 

 との雇用契約の内容とする。         

 ④ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団悠仁会

と管理者との協議に基づいて定めるものとする 

 ⑤ 利用者に対する指定訪問看護及び指定予防訪問看護の提供に関する諸記録を

整備し、その完結の日から 5年間保管しなければならない 
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契約の締結に当たり、前記のとおり重要事項を説明し交付致しました。 

 

 

                                               令和  年  月  日 

 

〔事業者〕 

 

住  所  横浜市旭区下川井町２５４－２     

フォレストヴィラＢ    

 

事業者名  医療法人社団 悠仁会 

ほほえみ訪問看護リハビリステーション 

 

       代表者名  理事長 石川 直将 

 

管理者名      山本 亮司   印 

 

介護保険指定番号   １４６３２９０１６０   

 

説明者：    山本 亮司            

 

重要事項説明書に基づいて重要事項の説明を受け同意し受領しました。 

 

〔利用者〕 

       住  所                     

 

       氏    名                      印 

 

       連絡先                      

 

〔利用者家族または代理人〕 

       住  所                     

 

       氏    名                      印 

 

       連絡先                      

 


